
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯

決
議

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
七
日

参

議

院

文

教

科

学

委

員

会

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
制
度
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
適
正
な
運
用
を
図
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
、
産
業
廃
棄

物
処
理
業
者
等
へ
の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
本
制
度
に
関
し
て
、
広
く
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
そ
の
趣

旨
や
内
容
に
つ
い
て
の
広
報
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
文
部
科
学
省
令
に
定
め
る
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
や
測
定
・
評
価
方
法
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
最
新
の
技
術
や
知
見

に
基
づ
き
安
全
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
適
正
に
定
め
る
こ
と
。

三
、
本
制
度
の
安
全
性
と
信
頼
性
を
確
実
に
担
保
す
る
た
め
、
廃
棄
物
の
保
管
・
管
理
・
搬
出
、
処
理
等
の
状
況
を
注
視
し
、

事
業
者
、
登
録
濃
度
確
認
機
関
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
等
に
対
し
て
十
分
な
指
導
・
監
督
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
府
省
、

地
方
公
共
団
体
等
に
お
い
て
緊
密
な
連
携
を
行
う
な
ど
、
そ
の
運
用
が
厳
格
に
な
さ
れ
る
よ
う
万
全
を
期
す
こ
と
。



四
、
放
射
能
濃
度
の
測
定
・
評
価
結
果
の
確
認
を
行
う
登
録
濃
度
確
認
機
関
に
つ
い
て
は
、
測
定
・
評
価
能
力
の
一
層
の
向
上

な
ど
適
正
な
業
務
実
施
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
万
全
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

五
、
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
を
廃
止
し
た
事
業
者
等
が
行
う
廃
止
措
置
に
つ
い
て
は
、
廃
止
措
置
が
確
実
に
履
行
さ
れ
る
よ

う
、
そ
の
履
行
状
況
を
十
分
に
把
握
し
、
適
切
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

六
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
使
用
等
に
関
す
る
安
全
規
制
に
つ
い
て
は
、
確
実
か
つ
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
新
た
な

技
術
開
発
や
施
設
の
大
型
化
な
ど
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
て
、
必
要
に
応
じ
速
や
か
に
、
そ
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、

放
射
性
同
位
元
素
等
は
、
今
後
も
、
医
療
、
研
究
等
の
多
様
な
分
野
で
利
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
か
ん
が
み
、
専
門
人
材
の

育
成
及
び
安
全
規
制
体
制
の
強
化
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


